








３　「子どもの生活実態に関するアンケート調査」から見るヤングケアラーの姿

　⑴　調査の概要
　　　�　こどもの生活実態を把握することにより、ヤングケアラーを早期に発見し、支援につなげる仕組み

づくりの検討を目的として、令和４年９～12月に県内の全ての小学５、６年生、中学生、高校生を対
象に「子どもの生活実態に関するアンケート調査」を行い、86％の方に回答いただきました。

　⑵　世話をしている家族がいると回答したこどもの割合
　　・�　「世話をしている家族がいる」こどもは全回答のうち5.9％と、国が令和２、３年度に行った調査結

果（5.6％）とほぼ同じ結果となりました。
　　　�　学校種別ごとにみると、小学生が8.0％（国調査6.5％）、中学生6.2％（同5.7％）、高校生4.2％（同

4.1％）と学年が低いほど、世話をしている家族がいる比率が高い傾向がみられます。
　　・�　調査では、世話をしている家族がいると回答した5.9％のこどもを対象に、家族の世話の状況や世

話をすることによる影響等について集計や分析を行いました。
　　　�　（以下に記載した比率は、「世話をしている家族がいるこども」の総数が分母となります。）
　⑶　世話の内容と世話による負担（影響）
　　・�　世話を必要とする家族は、「弟妹」が最も多く５割以上を占め、その次に「お母さん」「おばあさん」

の順に多く15～20％程度のこどもが世話をしています。
　　・�　世話をすることにより、１～２割のこどもが「自分の時間が取れない」「宿題など勉強する時間が

ない」などの負担を感じていることが分か
りました。なお、負担を感じているこども
は、学年が上がるに連れて大きくなる傾向
がみられました。

　　・�　世話を必要とする家族ごとにみると、世
話に費やす時間は「弟妹」が長く、世話の
内容は「見守り」「話を聞く」など日常的
な関わりに関する世話が半数近くを占めて
います。
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グケアラーの把握から相談対応、既存福祉サービスの有効活用や父母等の養育支援まで、一連のヤン
グケアラー支援に取り組んでいきます。

　⑷　関係機関による支援と「気づき」
　・�　ヤングケアラーの支援に当たっては、訪問介護等で家庭を訪問する機会が多い介護福祉関係者、こど
もが通う「こども食堂」を運営する民間団体、相談を受ける機会が多い教育関係者など、こどもやその
家族と接する機会の多い皆さんの日ごろからの取組である家庭訪問や相談対応等により、継続的にこど
もや家庭の状況を把握したり、こどもの話を聞いたりすることが支援の第一歩となります。

　・�　こどもや家族の様子に変化が生じ、行政の支援が必要と「気づき」があった時には、市町村の相談窓
口に情報提供し、市町村をはじめとする支援機関の皆さんと支援方針を一緒に考えてみましょう。

図1-5：ヤングケアラー支援対策のイメージ（こども家庭センター中心モデル）
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　ヤングケアラー支援の前提として、第３章で後述する「ヤングケアラー支援のフロー」に沿った支援を円
滑に実施していくためには、以下のような支援全体を通した「支援の基本的な視点」及び「基盤づくり」が
重要です。

１　支援体制・連携体制の構築・整備

　⑴　支援体制の整備
　　�　第１章 P６で前述のとおり、関係機関・関係者が自機関等で支援する場合もあると思いますが、令和
６年度からは、市町村のこども家庭センターが「ヤングケアラー支援を含む母子保健から児童福祉まで
の一体的な相談支援」を担うこととなります。これにより、ヤングケアラー支援において、市町村主体
で実施する「要対協」の役割は大きいものとなります。この他にも市町村によっては、各課横断的な支
援会議等を開催し、分野を越えた支援体制の構築を目指す重層的支援体制整備事業（以下「重層事業」
という。）を従前より実施しているところもあり、要対協と重層事業を併用しながら関係機関との連携
や適切なケース検討や会議につなげています。

　⑵　顔の見える関係の構築
　　�　⑴のような支援体制・連携体制の整備の他に、ケース検討や会議を通して、常日頃からの顔の見える
関係を構築しておくことが、相談のハードルを低くして、多機関連携による適切な支援へとつながって
いくと考えます。

　⑶　 支援フローや各種様式の整備、確実な引継
　　�　福島県で令和４年度に設置した「ヤングケアラー専門家会議」の委員からは、顔の見える関係性を構
築していても、自治体等行政職員は人事異動により、ヤングケアラーについて知識・経験のない職員が
担当となってしまう可能性もあるので、引継を確実にしてほしいという意見も出されており、支援フ
ローの整備やケース会議等各種様式及び研修資料等の整備等に努めることも大切です。

２　多機関連携による個別支援体制づくり及び地域課題の抽出と資源開発

　⑴　多機関連携による個別支援体制づくり
　　�　ヤングケアラーの置かれている家庭状況は、経済的困窮や介護が必要な状況など様々な課題が複合的
に絡み合っている場合も多く、分野の垣根を超えた多機関連携による支援が必要となる場合が少なくあ
りません。常日頃から連携している機関以外の他分野の機関とも連携が必要になることもあります。連
携する可能性のある機関やその役割を情報収集し、整理しておくことが必要となります。

　　�　福島県内の市町村に対し、要対協の個別ケース会議の構成員について令和３年度から追加または出席
が増えた構成員について回答を得たところ、SSW、SC 等学校関係者が最も多く、次いで少年サポート
センター、相談支援事業所等という結果でした。こどもの生活の大半は、学校で過ごす時間であるため、
学校等教育現場でヤングケアラーに気づくことも多いと思います。SSW、SC が学校と市町村等地域福
祉の橋渡し役となって連携を深めることは個別支援体制づくりにおいて大事なことです。

　　�　また、多機関が連携する際には、機関を横断して情報を集約したり、サービス利用を調整したり、機
関同士の橋渡しができる連携の調整機関、調整役を決めることが重要です。

第２章
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　⑵　地域課題の抽出と資源開発
　　�　個別ケースの支援を重ねると、地域における支援を要する共通の課題が明らかになってきます。明ら
かになった地域の課題を整理し、子育て世帯訪問支援事業（訪問家事支援サービス）等の新たなサービ
スや支援施策の検討、体制の構築に反映させることが重要です。そのためには、要対協の実務者会議、
代表者会議の活用なども考えられます。

３　家族全体を支援する視点及びアウトリーチによる支援の重要性

　⑴　家族全体を支援する視点
　　�　ヤングケアラーの家庭は、こどもが家事等やケアを担うことにより、家庭内のバランスが何とか取れ
ている状況であり、ヤングケアラーが家事等から抜けられない状況に陥っています。その状況を解決す
るにはヤングケアラー本人に加え、その家族も含めて支援していく必要があります。そのため、家族全
体を見る視点が重要となります。例えば、家族に病気や障がいを抱えた人がいる際には、障がい福祉部
門をはじめ高齢者福祉部門等様々な機関・部署が連携し、多方面の課題を包括して把握し、福祉サービ
ス等の提供につなげることで、こどものケアの負担を軽減することにつながる場合もあります。

　⑵　アウトリーチによる支援の重要性
　　�　こどもは自分の家庭しか知らずに育つことが多く、客観的な視点も持ちにくいことから、自分の担う
家庭内での役割が他と異なることに気づきにくく、現在の状況が当たり前だと感じていることが少なく
ありません。家族も同様に自覚がない場合もあります。あるいは自覚はあっても外部に相談する、サー
ビスを利用するという認識がない場合もあります。そのため、潜在化しがちなヤングケアラー及びその
家族に対し、アウトリーチ（支援者が訪問等により支援が必要な人を発見し、情報や支援を積極的に届
ける）が重要となります。

４　支援機関・支援関係者 ･ 地域住民向け人材育成・研修

　ヤングケアラー支援においては、早期発見・把握や適切な支援が重要であり、そのためには多くの支援機
関・支援者が、ヤングケアラーに関する理解を深め、課題を共通認識し、各地域において適切な支援が図ら
れることが重要です。そのため、福島県では、支援機関・支援者を対象とするWEBによる研修会、教育庁
と連携した研修会への講師派遣、地域ごとに顔の見える関係の構築や支援機関相互の対応力の向上を目指し
て、実践的な事例検討を取り入れたグループワークによる研修会を県内各方部で開催しています。また、市
町村等の求めに応じてヤングケアラーコーディネーター等の研修講師を派遣しています。
　市町村においては、「気づく」、「見守る」、「信頼できる大人」を増やすため、地域住民に対する草の根的
な研修会への積極的な対応を行っているところもあります。

５　地域住民・児童生徒向け周知啓発

　地域全体でヤングケアラーについて理解し、「気づく」、「見守る」、「信頼できる大人」を増やすため、県
広報誌や市町村においてはリーフレット等による周知啓発を行っています。また、児童生徒向けには、ヤン
グケアラーカードやＳＮ S 相談窓口のチラシによるヤングケアラーの理解や相談窓口の周知などを行って
います。

第2章　ヤングケアラー支援の基盤づくり
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　ヤングケアラーの理解や気づくためには、周知啓発、人材育成等支援の基盤が前
提としてあったうえで、「気づく」、「つなぐ」、「支援する」、「見守る」という一連
のフローが支援の基本となります。ここでは、全体像を記載しています。

基本的事項

図３－１　ヤングケアラー支援の全体像

第３章

ヤングケアラー支援の各プロセスにおける基本的事項

東京都ヤングケアラー支援マニュアルの内容を福島県版に改編
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県内の支援事例
１　保護者が不在にしていることが多い世帯の事例

○ヤングケアラー本人の情報

性別 女 年齢 10 歳 学年 小学４年生

○家庭状況
　父（40代）、長女A（小学４年生）と長男（小学１年生）の父子世帯。父は県外で仕事をすることが多く、平日の夜
はこどもだけで過ごしていることがある。父が不在の間はAさんが長男の世話を担い、食事は父が置いていったお金で
弁当を買うなどして食べている。

○ケアを要する家族の状況　　長男：幼い

○本人の行うケアの内容等　　幼い弟の世話

○把握・相談経路（気づきの経緯）　　学校⇒市町村こども関係部署
　以前から学校が心配して見守りや SSWによる家庭訪問等を行っていた。相談窓口に繋ぐことついて父から了承を得
たため、学校から市町村こども関係部署へ連絡した。

○本人や家族の認識（意向）　　学校と市町村こども関係部署が確認
・父は、仕事で不在な時間が多く、Aさんに負担をかけていると感じており、支援を受けることを希望している。
・Aさんは、長男の世話が嫌なわけではないが、友達と遊んだり勉強したりする時間がもっと欲しいと思っている。

○支援の視点（課題解決の方向性）　　調整役：市町村こども関係部署
● A さんの子どもとしての時間の確保
　・�Aさんが友達と遊んだり、勉強したりできるよう、市町村こども関係部署は子育て世帯訪問支援事業（ヘルパー派
遣事業）を導入する。

●継続的な見守り体制の構築
　・学校による見守りを中心に、市町村こども関係部署、ヘルパーが継続したモニタリングを実施する。

○把握当時の支援・サービス利用状況　　該当なし

○連携した支援の内容
・市町村こども関係部署町村こども関係部署が子育て世帯訪問支援事業（自己負担なし）を導入したことにより、食事
の支度や掃除、長男の見守り等がヘルパーによって行われるようになった。その結果、Aさんが放課後遊びに出かけたり、
勉強したりする時間が確保されるようになった。
・現在の支援は対処療法的な支援であり、家庭の状況の根本的な解決策にはならない。今後、父の働き方を考えていく
必要があり、機会を見て父と次のステップにいけるようどうしていくか話をしなければならないと考えている。

○ジェノグラム　　※支援前後の変化

※個人の特定を防ぐため、事例の一部を改変して掲載しています。

県内の支援事例

性別 女 年齢 １０歳 学年 小学４年生

※個人の特定を防ぐため、事例の一部を改変して掲載しています。

県 内 の 支 援 事 例

 ○把握・相談経路（気づきの経緯）    学校⇒市町村こども関係部署
　以前から学校が心配して見守りやSSWによる家庭訪問等を行っていた。相談窓口に繋ぐこと
ついて父から了承を得たため、学校から市町村こども関係部署へ連絡した。

 ○本人や家族の認識（意向）   学校と市町村こども関係部署が確認
・父は、仕事で不在な時間が多く、Aさんに負担をかけていると感じており、支援を受けること
を希望している。
・Aさんは、長男の世話が嫌なわけではないが、友達と遊んだり勉強したりする時間がもっと欲
しいと思っている。

 ○ジェノグラム　　※支援前後の変化

 ○本人の行うケアの内容等　　幼い弟の世話

 １　父親が不在にしていることが多い小学生きょうだいへの支援

 ○ヤングケアラー本人の情報

 ○家庭状況
　父（４０代）、長女A（小学４年生）と長男（小学１年生)の父子世帯。父は県外で仕事をす
ることが多く、平日の夜は子どもだけで過ごしていることがある。父が不在の間はAさんが長男
の世話を担い、食事は父が置いていったお金で弁当を買うなどして食べている。
 ○ケアを要する家族の状況　　長男：幼い

 ○支援の視点（課題解決の方向性）　調整役：市町村こども関係部署
●Aさんの子どもとしての時間の確保
・Aさんが友達と遊んだり、勉強したりできるよう、市町村こども関係部署は子育て世帯訪問支
援事業（ヘルパー派遣事業）を導入する。
●継続的な見守り体制の構築
・学校による見守りを中心に、市町村こども関係部署、ヘルパーが継続したモニタリングを実
施する。
 ○把握当時の支援・サービス利用状況　　該当なし
 ○連携した支援の内容
・市町村こども関係部署町村こども関係部署が子育て世帯訪問支援事業（自己負担なし）を導
入したことにより、食事の支度や掃除、長男の見守り等がヘルパーによって行われるように
なった。その結果、Aさんが放課後遊びに出かけたり、勉強したりする時間が確保されるように
なった。
・現在の支援は対処療法的な支援であり、家庭の状況の根本的な解決策にはならない。今後、
父の働き方を考えていく必要があり、機会を見て父と次のステップにいけるようどうしていく
か話をしなければならないと考えている。

６10

仕事で平日
ほぼ家に
いない

学校等

６10

仕事で平日
ほぼ家に
いない

学校等

自治体
こども関係課

ヘルパー
（社会福祉協議会）

連携

委託
家事支援

このように、サービスを利用するのがゴールではなく、
モニタリングで家庭の変化がを見守り、その変化は当
事者世帯が望んでいたものなのか、それぞれの自立に
向かっているのか等を確認することが大切です。

このように、サービスを利用するのがゴールではなく、
モニタリングで家庭の変化がを見守り、その変化は当
事者世帯が望んでいたものなのか、それぞれの自立に
向かっているのか等を確認することが大切です。

県内の支援事例
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療
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先
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● □ 児童・生徒から家事や家族のケアについて相談がある

● □ 生活ノート等に家族のケアをしていることが書かれている

● □ 幼いきょうだいの送迎をしていることがある

● ● ● ● □ 保護者が記入するべき書類に、本人やきょうだいが対応している

● ● ● ● ● ● □ 家族の介護・介助をしている姿を見かけることがある

● ● ● ● □ 日常の家事をしている姿を見かけることがある

● □ 学校へ行っているべき時間に、学校以外で姿を見かけることがある

● □ 毎日のようにスーパーで買い物をしている

● □ 自治会の集まり等、通常大人が参加する場にこどもだけで参加している

● ● □ 家族の付き添いをしている姿を見かけることがある（学校を休んで付き添いをしている等）

● □ 生活のために（家庭の事情により）就職している

● □ 生活のために（家庭の事情により）アルバイトをしている

● ● ● ● ● ● ● □ 家事や家族のケアについて話をしている

● ● ● □ 家事や金銭の管理をこどもが行っている

● ● ● ● ● ● □ 必要な手続きに大人が参加していない

● ● ● ● ● ● □ こどもが親の通訳をしている

● □ 教育支援センター（適応指導教室）で児童・生徒から家族のケアに関する相談がある

● □ 児童家庭支援センター等において、家族のケアを行うこどもに関する相談がある

● □ 本人の健康上に問題がなさそうだが欠席が多い、不登校である

● □ 遅刻や早退が多い

● □ 保健室で過ごしていることが多い

● □ 提出物が遅れがちになってきた

● □ 持ち物がそろわなくなってきた

● □ 授業中の集中力が欠けている、居眠りしていることが多い

● □ 学力が低下している

● ● □ 精神的な不安定さがある

● ● ● □ 身だしなみが整っていないことが多い（季節に合わない服装をしている）

● □ 宿題や持ち物の忘れ物が多い

● □ 保護者の承諾が必要な書類等の提出遅れや提出忘れが多い

● □ 学校（部活含む）に必要なものを用意してもらえない

● □ お弁当を持ってこない、コンビニ等で買ったパンやおにぎりを持ってくることが多い

● □ 部活に入っていない

● □ 修学旅行や宿泊行事等を欠席する

● □ クラスメイトとのかかわりが薄い、ひとりでいることが多い

● ● □ しっかりしすぎている

● ● □ 優等生でいつも頑張っている

● ● ● □ こども同士よりも大人と話が合う

● ● ● □ 周囲の人に気を遣いすぎる

● ● □ 必要な病院に通院・受診できない、服薬できていない

● ● □ 必要な予防接種を受けていない

● ● □ むし歯が多い

● ● □ ともだちと遊んでいる姿をあまり見かけない

● ● □ こども食堂での様子に気になる点がある（疲弊している、慌ただしくしているなど）

● ● □ こどもだけの姿をよく見かける

● ● ● ● ● □ ケアを必要とする家族がいる

● ● ● ● □ 日本語が母語でない家族がいる

● ● □ 幼いきょうだいがいる

● ● □ 保護者が多忙である

● ● □ 経済的に困窮している、学校諸経費の未納等がある

● □ 保護者が授業参観や保護者面談に来ない

● ● □ ごみ問題が発生している

● ● □ 家賃不払いにより自宅を退去

ケ
ア
に
よ
る
影
響
と
思
わ
れ
る
こ
ど
も
の
様
子

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
可
能
性

家
庭
の
背
景

支援機関別　気づくポイントの一例

※参考：有限責任監査法人トーマツ(2022)『令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「多機関連携によるヤングケアラーへの支援の在り方に関する調査研究」
　　　　多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担う子どもを地域で支えるために～』

それぞれの支援機関において●が付いている項目についてチェックすることで、
ヤングケアラーに気づくためのきっかけとする。

支援機関の種別

�
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　郡山市では、ヤングケアラーのリーフレットを『周知啓発』のみならず、『相談に繋げるための
ツール』として活用している。（一部抜粋）
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● □ 児童・生徒から家事や家族のケアについて相談がある

● □ 生活ノート等に家族のケアをしていることが書かれている

● □ 幼いきょうだいの送迎をしていることがある

● ● ● ● □ 保護者が記入するべき書類に、本人やきょうだいが対応している

● ● ● ● ● ● □ 家族の介護・介助をしている姿を見かけることがある

● ● ● ● □ 日常の家事をしている姿を見かけることがある

● □ 学校へ行っているべき時間に、学校以外で姿を見かけることがある

● □ 毎日のようにスーパーで買い物をしている

● □ 自治会の集まり等、通常大人が参加する場にこどもだけで参加している

● ● □ 家族の付き添いをしている姿を見かけることがある（学校を休んで付き添いをしている等）

● □ 生活のために（家庭の事情により）就職している

● □ 生活のために（家庭の事情により）アルバイトをしている

● ● ● ● ● ● ● □ 家事や家族のケアについて話をしている

● ● ● □ 家事や金銭の管理をこどもが行っている

● ● ● ● ● ● □ 必要な手続きに大人が参加していない

● ● ● ● ● ● □ こどもが親の通訳をしている

● □ 教育支援センター（適応指導教室）で児童・生徒から家族のケアに関する相談がある

● □ 児童家庭支援センター等において、家族のケアを行うこどもに関する相談がある

● □ 本人の健康上に問題がなさそうだが欠席が多い、不登校である

● □ 遅刻や早退が多い

● □ 保健室で過ごしていることが多い

● □ 提出物が遅れがちになってきた

● □ 持ち物がそろわなくなってきた

● □ 授業中の集中力が欠けている、居眠りしていることが多い

● □ 学力が低下している

● ● □ 精神的な不安定さがある

● ● ● □ 身だしなみが整っていないことが多い（季節に合わない服装をしている）

● □ 宿題や持ち物の忘れ物が多い

● □ 保護者の承諾が必要な書類等の提出遅れや提出忘れが多い

● □ 学校（部活含む）に必要なものを用意してもらえない

● □ お弁当を持ってこない、コンビニ等で買ったパンやおにぎりを持ってくることが多い

● □ 部活に入っていない

● □ 修学旅行や宿泊行事等を欠席する

● □ クラスメイトとのかかわりが薄い、ひとりでいることが多い

● ● □ しっかりしすぎている

● ● □ 優等生でいつも頑張っている

● ● ● □ こども同士よりも大人と話が合う

● ● ● □ 周囲の人に気を遣いすぎる

● ● □ 必要な病院に通院・受診できない、服薬できていない

● ● □ 必要な予防接種を受けていない

● ● □ むし歯が多い

● ● □ ともだちと遊んでいる姿をあまり見かけない

● ● □ こども食堂での様子に気になる点がある（疲弊している、慌ただしくしているなど）

● ● □ こどもだけの姿をよく見かける

● ● ● ● ● □ ケアを必要とする家族がいる

● ● ● ● □ 日本語が母語でない家族がいる

● ● □ 幼いきょうだいがいる

● ● □ 保護者が多忙である

● ● □ 経済的に困窮している、学校諸経費の未納等がある

● □ 保護者が授業参観や保護者面談に来ない

● ● □ ごみ問題が発生している

● ● □ 家賃不払いにより自宅を退去
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支援機関別　気づくポイントの一例

※参考：有限責任監査法人トーマツ(2022)『令和３年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「多機関連携によるヤングケアラーへの支援の在り方に関する調査研究」
　　　　多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル～ケアを担う子どもを地域で支えるために～』

それぞれの支援機関において●が付いている項目についてチェックすることで、
ヤングケアラーに気づくためのきっかけとする。

支援機関の種別

支援機関別　気づくポイントの例
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（図表）ヤングケアラー支援のためのアセスメントシート例

相談日 　　　　　年　　　　月　　　　日 性　別 　男　　　女　　　その他 学　年
小 /中 /高　　　　年生

（学校名：　　　　　　　　　　　　　　）

名
フリガナ
前 生　年

月　日
H/R　　 年　　　　月　　　　日生

（満　　　歳）
記入者

こども
との
関係

１ 「こどもの権利」が守られているか確認　（該当する項目にチェック、または記入）

①
健
康
に
生
き
る
権
利

□　必要な病院に通院・受診できない、服薬できていない いつも　　ときどき　　たまに

□　精神的・身体的（栄養面含む）に不調がある（症状：　　　　　　　　　　　　　　　　　　） いつも　　ときどき　　たまに

□　衛生面に問題がある いつも　　ときどき　　たまに

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） いつも　　ときどき　　たまに

②
教
育
を
受
け
る
権
利

□　欠席が多い、不登校　 いつも　　ときどき　　たまに

□　遅刻や早退が多い　 いつも　　ときどき　　たまに

□　保健室で過ごしていることが多い　 いつも　　ときどき　　たまに

□　学校に行っているべき時間に、学校以外で姿を見かけることがある いつも　　ときどき　　たまに

□　課外活動に参加したくてもできない

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） いつも　　ときどき　　たまに

③
こ
ど
も
ら
し
く
過
ご
せ
る
権
利

□　幼稚園や保育園に通園していない　 いつも　　ときどき　　たまに

□　生活のために（家庭の事情により）就職している　 いつも　　ときどき　　たまに

□　生活のために（家庭の事情により）アルバイトをしている いつも　　ときどき　　たまに

□　家族の介助をしている姿を見かけることがある いつも　　ときどき　　たまに

□　家族の付き添いをしている姿を見かけることがある いつも　　ときどき　　たまに

□　幼いきょうだいの送迎をしている姿をみかける いつも　　ときどき　　たまに

□　自分のやりたいことができない

□　自分のために使える時間が少ない

□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） いつも　　ときどき　　たまに

２　家族の状況はどうか確認
①家族構成（同居している家族）とその状況 ②サポートが必要な家族の有無とその状況 　(　) 内に該当する家族を記入

□　特にいない	 　□　日本語が不自由（　　　　　　　　　　　）

□　高齢（　　　　　　　　　　　　　　　　）	 　□　障害者手帳を持っている（　　　　　　　）

□　障害がある（　　　　　　　　　　　　　）	 　□　介護認定を受けている（　　　　　　　　）

□　疾病がある（　　　　　　　　　　　　　）	 　□　福祉サービスを利用している（　　　　　）

□　生活能力・養育力が低い（　　　　　　　）	 　□　生活保護を受給している（　　　　　　　）

□　精神疾患（疑い含む）がある（　　　　　）	 　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　③こどもが行っている家族等へのサポートの内容 　３　ヤングケアラーであるこどもの状況はどうか確認
　□　特にしていない ①こどもがサポートしている相手

　□　身体的な介護 　□　母親　　　　　　　□　祖父　　　　　　　□　きょうだい

　□　情緒的な支援※ 　□　父親　　　　　　　□　祖母

　□　きょうだいの世話 　□　家族全体

　□　家事 　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　□　通院や外出時の同行 ②こども自身がサポートに費やしている時間

　□　金銭管理や事務手続き 　１日　に　　　　　　　時間程度

　□　服薬管理・投与 　１週間に　　　　　　　日・時間程度

　□　生活費のための就労 　１か月に　　　　　　　日・時間程度

　□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　） 　いつ頃から？（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※�情緒的な支援とは　精神疾患や依存症などの家族の感情的
なサポートの他、自殺企図などの話などを聞かされるなど、
こどもにとって過大に負担になることなどを含みます

③家庭内にこども以外にケアを担う人がいるか

　□　いる　　　いる→誰か：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□　いない

参考：ヤングケアラーの早期発見・ニーズ把握に関するガイドライン（案）（三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング）

状況の記載例：保護者が多忙、経済的に困窮している等
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①こども自身が「ヤングケアラー」であることを認識しているか

□   認識している □   認識していない

②家族の状況やサポートをしていることについて、誰かに話せているか

□   話せている → 誰に：

□   話せていない

③こども本人が相談できる、理解してくれていると思える相手がいるか

□   いる → 誰か：

□   いない

④こども本人がどうしたいと思っているか（想い・希望）

★以下、必要に応じてこどもの意向や状況を確認

・ 家族のケアをしていることを知られたくない

はい いいえ どちらとも言えない

・ ケアについて相談できず、困ることがある

はい →どんなことを相談したいですか（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

いいえ

・ 家族のケアをやめたくなるときがある

はい いいえ どちらとも言えない

・ ケアをしている家族や他の家族から暴言・暴力を受けることがある

いつも ときどき たまに ない

　だれから　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　どんな　　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ ケアをしていると、暴言・暴力を発してしまうことがある

いつも ときどき たまに ない

　だれから　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　どんな 　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ ケアをしていて、辛いと感じるときがある

いつも ときどき たまに ない

　どんなときにそう感じますか

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ 自分の時間が足りないと感じる

いつも感じる ときどき感じる たまに感じる 感じない

　どんな時間がもっとあると良いですか

　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

平日の１日のスケジュール

0時 6時 12時 18時 24時

休日の１日のスケジュール
0時 6時 12時 18時 24時
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各種相談窓口一覧・支援ハンドブック・ヤングケアラーカードについて

【県内市町村のヤングケアラーに関連する各種相談窓口一覧について】
　紙面が限られるため、各市町村の相談窓口については本マニュアルには掲載していません。
　県ホームページの「ヤングケアラーの相談先について」のページにて最新の相談窓口を確認してください。
　当該ページには、市町村の相談窓口以外の相談先（児童相談所等）の連絡先も掲載されています。
　「福島県　ヤングケアラー　相談先」といった語句でインターネット上で検索してください。

【ヤングケアケアラー支援ハンドブックについて】
　ヤングケアラーとその家族を対象とした相談窓口や利用できるサービスについて掲載しています。ヤング
ケアラーについて知っていただき、「学校」や「地域」でヤングケアラーに気づいた際の支援の一助になる
ことを目指して作成しましたのでご活用ください。

★�相談窓口が掲載されている県ホームページと、ヤングケアラー支援ハンドブックが掲載されている県ホー
ムページの二次元バーコードについては、以下のとおりです。

（表面）

ヤングケアラーに関する相談窓口一覧

（裏面）

ヤングケアラー支援ハンドブック
（支援マニュアルも掲載）

【ヤングケアラーカードについて】
　福島県では、令和５年度に以下のカードを県内の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校へ配布し、生
徒に対して相談先の周知を行っています。
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